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6.2 建設業務に関する労働者派遣規制 

31 ６． 参考資料 

●労働者派遣事業関係業務取扱要領 
第2 適用除外業務等 
1  適用除外業務に係る制限 
 何人も、次のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない

（法第4条第1項）。 
 [2] 建設業務（土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破

壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務をいう。） 
 以上の業務（以下「適用除外業務」という。）については、一般労働者派遣事業である

と特定労働者派遣事業であるとを問わず、また、許可を受け、又は届出をして労働者派
遣事業を行っているか否かを問わず、労働者派遣事業を行ってはならない。 

 また、労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指
揮命令の下に当該適用除外業務のいずれかに該当する業務に従事させてはならない（法
第4条第3項）。 

2 適用除外業務の範囲 
(3) 建設業務 
イ 1の[2]の建設業務は、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊

若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務」をいうが、この業務は建設工
事の現場において、直接にこれらの作業に従事するものに限られる。したがって、例え
ば、建設現場の事務職員が行う業務は、これによって法律上当然に適用除外業務に該当
するということにはならないので留意すること。 

ロ 土木建築等の工事についての施工計画を作成し、それに基づいて、工事の工程管理（スケ
ジュール、施工順序、施工手段等の管理）、品質管理（強度、材料、構造等が設計図書
どおりとなっているかの管理）、安全管理（従業員の災害防止、公害防止等）等工事の
施工の管理を行ういわゆる施工管理業務は、建設業務に該当せず労働者派遣の対象とな
るものであるので留意すること。  

 なお、工程管理、品質管理、安全管理等に遺漏が生ずることのないよう、請負業者が工
事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者及び監理技術者については、建
設業法（昭和24年法律第100号）の趣旨に鑑み、適切な資格、技術力等を有する者（工
事現場に常駐して専らその職務に従事する者で、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関
係にあるものに限る。）を配置することとされていることから、労働者派遣の対象とは
ならないものとされていることに留意すること。 

ハ 林業の業務は、造林作業（[1]地ごしらえ、[2]植栽、[3]下刈り、[4]つる切り、[5]除
伐、[6]枝打、[7]間伐）及び素材（丸太）生産作業（[1]伐採（伐倒）、[2]枝払い、
[3]集材、[4]玉切り（造材））に分けることができるが、このうち造林作業の[1]地ご
しらえの業務については建設現場における整地業務と作業内容が類似していること、[2]
植栽の業務については土地の改変が行われることから、いずれも労働者派遣法の解釈と
しては建設業務に該当するものである。一方、造林作業の[3]下刈り、[4]つる切り、
[5]除伐、[6]枝打及び[7]間伐の各業務及び素材（丸太）生産作業の各業務については、
いずれも建設業務と類似する点は認められないため、建設業務に該当せず、労働者派遣
事業の対象となるものである。ただし、同一の派遣労働者が同時に、造林作業のうちの
[1]又は[2]の業務と、造林作業のうちの[3]から[7]までの業務又は素材（丸太）生産
作業の各業務のうちのいずれかの業務を併せて行う場合のように、当該労働者派遣に適
用除外業務が一部含まれているときは、全体として違法な労働者派遣となるものである。 

 また、造林作業のうちの[3]から[7]までの業務又は素材（丸太）生産作業の各業務を実
施するに当たっては、作業場・土場の整備、集材機の架設等建設業務に該当する業務を
併せて行う場合があるが、同一の派遣労働者が同時に素材（丸太）生産作業の各業務の
うちのいずれかの業務と作業道・土場の整備、集材機の架設等建設業務に該当する業務
を併せて行う場合のように、当該労働者派遣に適用除外業務が一部含まれているときは、
全体として違法な労働者派遣となるものである。 

ニ また、派遣労働者が従事する業務の一部に「建設業務」に該当する業務が含まれている場
合も違法な労働者派遣となるものである。 

(6) 違反の場合の効果 
イ 適用除外業務について労働者派遣事業を行った者は、法第59条第1号に該当し1年以下の

懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。 
 また、許可の取消し（法第14条第1項）、事業停止命令（法第14条第2項、法第21条第2

項）、改善命令（法第49条第1項）の対象となり、イの司法処分を受けた場合は、許可
の取消し、事業廃止命令（法第21条第1項）の対象となる（第13の2参照）。 

ロ また、その指揮命令の下に派遣労働者を適用除外業務に従事させた者は、勧告（法第49条
の2第1項）、公表（法第49条の2第2項）の対象となり（第13の3参照）、また、派遣労
働者を適用除外業務に従事させる者へ労働者派遣を行った派遣元事業主は、労働者派遣
の停止命令（法第49条第2項）の対象となる（第13の2の(5)参照）。 

●労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 
（昭和六十年七月五日）（法律第八十八号） 
第四条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つて
はならない。 
二 建設業務（土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは
解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。） 
 
 

●労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 
（昭和六十一年四月三日）（政令第九十五号） 
法第六条第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの 
第三 法第六条第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとお
りとする。 
四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第四十九条、
第五十条及び第五十一条（第二号及び第三号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る
同法第五十二条の規定 



Copyright © 2014 UT Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved 

6.3 当社の製造派遣における定着率 

32 ６． 参考資料 

１拠点当たり 
派遣・請負現場の規模 

2013年7月～2014年6月の 
平均月次離職率 

2014年６月末の 
人数割合 

10人以上の規模 2.44% 86.95% 

10人未満の規模 6.71% 13.05% 

 製造派遣・請負業界での「定着率No.1」：他社対比で圧倒的な社員定着率の実績 
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6.4 労働市場の変遷 

33 ６． 参考資料 

人材 
ビジネス 
業界 

日本企業の 
雇用システム 
のトレンド 

高度成長期～ 
バブル経済 

バブル崩壊～リーマンショック 
からの回復過程 

再び世界に輝く日本へ 
新たな枠組みによる成長へ 

内部労働市場中心 
内部労働市場中心 

外部労働市場は補助的 
内部と外部の労働市場の 

戦略的活用 

人材ビジネス
の情報軸と 
付加価値源泉 

限定的な発展 

 内部労働市場・正社員中心主義 
 正 社 員 は メ ン バ ー シ ッ プ 型 

(職務、労働時間、勤務地が原則無
限定） 

 職業能力評価基準は会社ごとに独
自・見える化進展なし 

 内部労働市場・正社員中心主義
維持 

 但し、正社員採用抑制 
 外部労働市場（有期契約社員・
派遣社員・請負等）は業務変動
時の労務リスク回避・コスト削減
手段（キャリアアップは個人任せ） 

 職業能力開発促進法による職
業能力評価基準の見える化の取
組は限定的 

 内部労働市場と外部労働市場の
戦略的活用 

 正社員がメンバーシップ型とジョ
ブ型（職務、労働時間、勤務地に
限定あり）へ分化、ジョブ型は外
部労働市場との接点 

 外部労働市場の発展 
 派遣・構内請負の戦略的活用 
 外部労働市場における人材ビジ
ネス企業のキャリアアップ支援力
の強化（個人任せではないキャリ
アアップ） 

－ 

 成長期 
 競争力の源泉は人材供給力 
 キャリアアップは一部業界に限定（技
術者、半導体製造請負） 

 淘汰時期・大手集約化 
 競争力の源泉は人材供給力＆研修
力・キャリアコンサルティング力 

 ２つの情報軸 
 顧客求人情報 
 求職者情報 

 マッチング力 

 ３つの情報軸 
 顧客求人情報 
 求職者情報 
 キャリアパス 

 マッチング力＋研修力＋キャリアコ
ンサルティング力 

派遣労働解禁 
派遣労働の段階的規制緩和 
有期労働契約期間の延長 

派遣労働・有期直接雇用の 
雇用安定・均衡均等待遇・活用 

経済情勢 

労働市場 

労働行政 

外部労働の戦略
的利用の前提と
して定着率アッ
プが重要に 
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6.5 派遣か請負か？ 

34 ６． 参考資料 

要素技術が安定 

要素技術の変化が激しい 

工程変化・段取り替え頻度多 工程変化・段取り替え頻度小 

製造派遣・請負の社員が生産工程を学ぶことが比較
的容易 

指揮命令者もアウトソースできる請負がコストダウ
ン、変動費化の二つの面で魅力的 

A;最も容易に請負化 

この象限に当てはまる工程は想定しにくいが、もし
あれば、リーダーの養成も困難なので、派遣社員＋
正社員指揮命令のパターンを想定すべき 

指揮命令もアウトソースしたい場合は、リーダー派
遣を利用すべき 
 

C：派遣社員＋正社員指揮命令 
（請負化が困難） 

要素技術が安定しているため、製造派遣・請負の社
員も比較的生産工程を学ぶことが容易 

ただし、工程変化・段取り替え頻度が頻繁であるた
め、短期的には請負化は困難 

指揮命令の一部をアウトソースするリーダー派遣を
活用し、長期的に請負化を狙う 

B：リーダー派遣（指揮命令の代行を行う派遣労働者）の活
用が最適。長期的には請負化が狙う 

派遣社員＋正社員指揮命令のパターンを想定すべき 
長期的に見ても無理に請負化することは困難 
指揮命令もアウトソースしたい場合は、リーダー派

遣を利用すべき 

D:派遣社員＋正社員指揮命令 
（請負化が困難） 

なお、請負化に置いては、適正請負の推進のための協議会設置などの「固定費的」支出も予想されるため 
ある程度の規模があることが検討の要素として重要になります。 

派遣法改正により、職場単位の抵触日が撤廃されれば、これまで請負化が困難であったBゾーンも長期的に取り組めば 
請負化によってコストダウンが可能になる 
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6.6 リーダー派遣とは？ 

35 ６． 参考資料 

リーダー派遣とは 

 同一の派遣元事業主から１つの作業を共同して処理するために複数の労働者が派遣される場合において、当該労働者の中で指導者的ないし調整者的役割を果
たすこととされている者が、当該業務を円滑、的確に遂行するために派遣先の指揮命令の下に行う次に掲げる業務（『チームリーダー業務」といいます。）は各号それ
ぞれの業務に含まれます。 
① 当該複数の労働者を代表して派遣先等と行う業務上の打合せ 
② 派遣先からの業務上の指揮命令その他派遣労働者への伝達 
③ 他の派遣労働者に対して行う仕事の割り付け、順序、緩急の調整等の業務の遂行方法に関する調整 
④ 他の派遣労働者に対して行う業務遂行に関する技術的指導 
 

当社の派遣スタッフ 

当社のリーダー 
チーム 
リーダー 
派遣 
契約 指揮命令代行 

当社の派遣スタッフ 

指揮命令の伝達 

当社のリーダー 

派遣先の指揮命令者 

指揮命令代行 

当社の派遣スタッフ 

当社のリーダー 

指揮命令代行 

当社の派遣スタッフ 

指揮命令の伝達 

当社のリーダー 

派遣先の指揮命令者 

指揮命令代行 

A工程 B工程 A工程夜勤 B工程夜勤 

チームリーダー業務 

注意：指揮命令代行の対象者は当社の派遣社員にあること 

一般 
派遣 
契約 

チ
ー
ム
派
遣 

リーダー派遣を使った指揮命令体制 

 

コンプライアンス遵守を意識して設計することで、請負の要素の一部を取り入れたハイブリッド型派遣が可能に。 
キャリアアップの道も明確化できるため、正社員雇用の当社を利用することで、改正派遣法の動向においては派遣先で無期契約となる可能性も 
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6.7 大手製造業におけるワンストップソリューションニーズ 

36 ６． 参考資料 

 現在、多くの日本の大手製造業においては、以下の二つの課題に同時に取り組むことが求められて
います。 

• A;景気変動に伴う人材課題への対応：優秀な外部労働力確保＆労務リスクなき変動対応 

• B:構造改革に伴う人材課題への対応：労務リスクなき人員構成改革 

 二つの課題に同時にかつワンストップで対応するために、コーポレートセールス部門がより柔軟に機動
的に顧客ニーズに対応する体制を構築しています。 

 

大手製造業の直面する二つの課題 

A:景気変動に伴う人材課題への対応 B:構造改革に伴う人材課題への対応 

優秀な外部労働力確保と変動リスク対応 円滑な人員構成改革 

AとBを「同時に」かつ「ワンストップ」で対応するニーズが拡大 
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6.7 大手製造業におけるワンストップソリューションニーズ 

37 ６． 参考資料 

 下記の図のように三つの課題に分類できると考えます 

• A-3、B-1については、労働法制の変化が大きな影響 

 正社員派遣を基本としている当社のソリューションは労働法制の改正を踏まると極めて柔軟性のあるソリューションで
あると自負しております。また、再就職支援ノウハウを同時に提供することでより円滑な対応が可能となります。 

 

 A:景気変動に伴う人材課題への対応 B:構造改革に伴う人材課題への対応 

B-1: 
労働法制変化に対

応する最適 
間接・直接構成 
（有期雇用の派遣・
請負への置き換え） 

B-2: 
コア・ノンコアの切り
分け・固定費抑制
の視点からみた最
適固定・変動構成 

B-3： 
年齢構成のゆがみ
（ワイングラス型正
社員労務構成）の

是正 

A-1： 
派遣・請負における

QＣDSの向上 

A-2： 
短期・長期変動へ
の円滑な対応 

A-3： 
労働法制の変化に

ともなう 
派遣・請負業者淘
汰への対応 

A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 B-3

1 正社員による派遣・請負現場 ◎

2 顧客とのパートナーシップによる派遣・請負現場 ◎

3 キャリア形成支援 ◎

4 雇用安定措置 ◎

5 業者の転籍・M&A ◎

6 60歳以上社員の転籍再派遣・有期雇用社員置換・再就職支援 ◎

7 直接社員の当社への転籍スキーム ◎

8 経営的余力対応 ◎

9 採用代行・当社社員の顧客への正社員登用 ◎

10 合弁請負会社設立 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

UTの10のソリューション
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6.7 UTのソリューションの一部ご紹介 

38 ６． 参考資料 

6.7.１ 正社員による派遣・請負現場① 

• 業界の常識を覆えす施策を先頭にたって導入 
 正社員雇用（無期雇用契約による派遣）、社会保険100％加入 
 社員持株会、ESOP（自社株給付制度）による社員の株主化 

処遇向上への挑戦 

ESOPの内容 

UTの雇用体系の概要 

【雇用期間】 正社員には雇用期間無 

        （契約社員）時間給 

【社宅制度】 家賃補助有 

【給与体系】 （正社員）月給制（基本給＋職務給） 

【契約形態】 正社員・契約社員 

コア社員・異動可能社
員を対象に正社員雇用
を 推進しています 

【 賞 与 】 業績賞与（年2回） 

当社株式 

信託銀
行 

ＵＴ 

派遣・請
負従業員 

従業員の株主化を進め、 

従業員の意欲や士気を高める！ 

金銭の信託 

株式の取得 

退職時に株式
の給付 

在職時に 
ポイントを付
与 

株式を活用した退職金制度 

                       （株:14億拠出、現金3億拠出） 
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6.7.１ 正社員による派遣・請負現場② 

• 全社員に対して部課長職、さらに
は執行役員へのエントリー制度に
より、能力とやる気のある方は短
期間でのキャリアアップが可能 

• WorkShift制度（ジョブチェンジ）
によりグループ各社へのキャリア
アップ促進 

人事制度への挑戦 Work Shift制度(ジョブチェンジ）

建設エンジニア 製造エンジニア

対象会社： UTCN

設計開発エンジニア
総合職

【企画・財務・営業・採用・人事・総務】

対象会社： UTリーディング 対象会社： 弊社（UTホールディングス）

UTグループでは、グループ各社へのキャリアアップを推進するWork Shift制度を導入しています。毎年、多くの
社員が各グループ各社へ異動し、キャリアアップを実現しています。自由にキャリアチェンジが可能なため、
キャリア形成の幅を広げることができます。

UTグループだからできる「なりたい自分になれる」ジョブチェンジ

対象会社： UTエイム

• UTグランプリ（生産性向上などの成果をあげたチーム・社員を表彰する制
度）において、現場改善・生産性向上により、お客様への費用対効果（金
額換算）まで含めた取組を報告する機会を設け社員の動機づけを促進 

動機付けへの挑戦 

【 主 旨 】 生産性向上などの成果をあげたチーム・社員を表彰  

         現場改善・生産性向上により、お客様への費用対効果を報告 
【参加権利】 お客様より発表資料内容における承認を頂いたＦＣ 

         各支社長、または各ＦＣマネージャーより推薦（個人の部、団体の部） 

【評価委員】 ＵＴホールディングス役員 
【 表 彰 】 （個人・団体共に）最優秀賞、優秀賞、功労賞、特別賞それぞれ

表彰及び賞金支給 

団体の部 

最優秀賞旗 

個人の部 

最優秀賞旗 
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6.7.１ 正社員による派遣・請負現場③ 

• 全国網の採用力に加え、地域ドミナント戦略による地域密着型の採用活動
により、顧客の動員ニーズに短期間で対応可能な体制を強化 
 

• 再就職支援部門との連携により、グループ外出向斡旋や、雇止め対象の有
期契約社員の正社員雇用による派遣や再就職先斡旋による動員力向上 
 

• エンジニア部門との新卒社員採用インフラを活用した動員力向上 

動員力への挑戦 

動員力向上 

地域ドミナント戦略により 
地域に密着した採用戦略 

を推進しタイムリーな人材確保を
促進 

エンジニア部門の採用 
インフラを活用した動員力 

向上 

再就職支援部門との連携による 
グループ外出向斡旋 

再就職支援部門との連携による雇
止め対象の有期契約社員の正社員
雇用による派遣や再就職先斡旋に

よる動員力向上 
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6.7.2 顧客とのパートナーによる派遣・請負現場① 

サービスの3本柱（「規律」・「革新」・「連携」） 
 当社グループが提供する高い品質サービスは、以下の3つを欠かすことなく運営することが使命と考えています。 

規律・コンプライアンス

お客様内にある請負職場を適正に管理するため、社内におけるコンプライアンス委員会
制度や階層別のコンプライアンス教育の実施、適正な請負化のための360項目における
自主点検を実施。1つの職場を、安全衛生、管理、営業、適正請負を担当する4つの部署

にてサポートし、コンプライアンス違反はもちろんその要因となる可能性についても十分に
対応できる体制にて職場運営を実施しています。

革新・ものづくり

製造業務中心の請負組織を弊社グループにて構築。生産革新を中心とした生産性の改
善や、ムダを省くムダ取りの改善活動等を実施しています。１つの事務所の全体管理をマ
ネージャーが行い、各工程管理者がお客様との各種調整業務を担当。品質面では工程管
理者が兼務して担当しています。生産の進捗管理等はシフトリーダーが担当し、全員が一
丸となって取り組む組織スタイルです。

連携（お客様との連携）
「製品安全委員会情報」の周知徹底から生産改善や人材育成活動まで、お客様と協議会
を発足し、さまざまな事例を検討し、製造力強化や品質安全の向上につなげています。ま
た協議会とは別に小委員会活動を行うことにより、より個別対応を可能にしています。
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6.7.2 顧客とのパートナーによる派遣・請負現場② 

離職率低下の要素 

ライン集約 当社派遣社員を特定のラインに集めて派遣することで離職率は低下する 

リーダー派遣 当社派遣社員の中でリーダーを選定し派遣することで離職率が低下 

異動者の存在 異動者がいる場合は、離職率は低下する 

充実した管理 
一定の規模が確保できる場合は、管理者が常駐することで離職率低下 

近隣職場が豊富な場合はきめ細かく巡回管理が可能になり離職率低下 

正社員派遣 当社独自の仕組みによる正社員派遣 
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良質な職場の要素の例 

月間離職率２％ 

チームとしての一体感、
きめ細かいフォローアッ
プによる離職率低下 

低離職率によって習熟
度が向上しキャリアアッ
プの道が開ける 

低離職率 評価システム確立 
豊富な成長機会 

昇格の道 
正社員に次ぐ 
優良な労働力 

お客様と合意した評価
システム 

評価システムと昇給シス
テムが連動 

正社員登用への連携 

充実した研修制度 

リーダー、管理者への豊
富な昇格可能性 

正社員登用 

高付加価値職種への異
動 

お客様にとってNo.1の
質のアウトソーシング労
働力 

有期期間工よりも質の
高い労働力 

お客様にとってパートナ
ーとなる労働力 

長期的な視野で良質な職場を形成することで、後述の派遣法改正に整合性もった派遣労働を実現 

6.7.2 顧客とのパートナーによる派遣・請負現場③ 
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6.7.2 顧客とのパートナーによる派遣・請負現場④ 

営業段階・準備期 成長期 安定期 

当社とお客様で目指 
すべき「良質な職場」を定義 

当社とお客様で 
「良質な職場」を達成するため
のプロセスを合意 

お客様の長期的な人事戦略
との整合性を図る 

 コスト、変動対応力 

 労働者の質 

 規模、時期 

規制に対応して適切な措置を
設計 

 

地元新規採用者中
心に拡大 

新規採用者の定着 

研修制度確立 

お客様と評価制度
確立 

規模拡大 

月間離職率２％ 

正社員登用制度
運用 

規模は最低１００
名程度 

真のパートナーへ 

 

立ち上げ期 

当社正社員を中心
に立ち上げ 

 リーダー派遣 

管理者常駐 

ライン集約 

上記の条件が確保
できないときは、離
職に備え、余剰人
員を無料で配置（納
期時間の圧縮） 

 

お客さまの要望に合わせて、上記の工程表を作りこみ１年を通して 
良質な職場の構築のプロセスを合意し、実行する 
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6.7.2 顧客とのパートナーによる派遣・請負現場⑤ 

【適正な請負化委員会の設置】 

総務法務部 請負推進部 

FC（事業所） 

取締役会 

適正な請負化委員会 

RM管理表 

FC管理表 

訪 問 

改 善 

指 導 

助言 

報告書 

提出 

報告 

社長 
指示 

指示 

支社長 

●活動内容 

１）リスクマネジメント管理表360項目の運用 

２）改善指導 

３）教育 

４）「適正な請負推進委員会」の開催 

５）取締役会への報告と支持 

提出 請負化の進捗に関して外部有識者を招き開催する。 
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6.7.3 雇用安定化措置 

• 全国規模・業界リーダー企業として多様な職場を確保し、企業契約解除の際にも速や
かに異動先を確保し雇用安定を実現 

 
• 顧客の急な契約解除においても転居の伴わない雇用安定を目指すために、地域ドミナ

ント戦略により地域密着型の職場開拓へ 
 

• 社員の希望に応じ再就職支援部門と連携し、UT以外の地域雇用先も紹介 

雇用安定への挑戦 

地域ドミナント戦略により生活基盤を変えず 
に職場を確保 

再就職支援ユニットとの連携により 
UT以外の職場を紹介 

製造 
派遣 
部門 

地域の 
他の 
職場 

再就職 
支援 

ユニット 

地域においてUT内で本人の希望する職
場確保が困難な場合は 

地域の他の職場へ再就職を支援 
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6.7.4 業者転籍 

 偽装請負懸念、派遣法改正懸念を背景に請負化の推進が迫られる中、既存業者様の財務内容、経験ノウハウを鑑みて、請負化が困難な状況と判
断された際に、提案コンペを経て当社に従業員に転籍して頂き、そのまま請負化に移行した事例となります。 

●課題の背景 
 

１．派遣法抵触日に向けて請負化の必要性が生じている 
２．既存派遣会社が複数存在し、また夫々バラバラの工   程

に点在しており集約化が難しい 
３．既存業者が中小企業で財務面に不安がある 

４．既存の派遣社員が業務に習熟していて入替えが困難 

●請負業者選定コンペによる課題解決 
 

１．請負化に伴い委託先業者再選定の方針展開 
２．業者選定コンぺ開催通知 

３．既存作業者の雇用安定化と自由意志尊重の確認 
４．業者選定コンペの開催 

５．コンペにより選定された当社に既存作業者の転籍機   会
の提示 

６．転籍作業者を中心に請負化を推進 

某半導体メーカー様 

（前工程） 

派
遣
会
社
Ａ 

派
遣
会
社
Ｂ 

派
遣
会
社
Ｃ 

派
遣
会
社
Ｄ 

13人 ２３人 １８人 ２７人 

某半導体メーカー様 

（前工程） 

ＵＴエイム㈱ 
元Ａ社従業員 11名 

元Ｂ社従業員 20名 

元Ｃ社従業員 18名 

元Ｄ社従業員 26名 

新規採用者   6名 

81名中75名を正社員 
としてＵＴエイムにて雇用 

81名体制 

にて請負化 

●派遣社員転籍の考え方 

取引業者を変える際には、その
影響で既存派遣社員が失業状
態となる事を避けるため、新しく
採用する業者への転籍の機会を
提示する事が一般的となっていま

す。 
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6.7.5 直接社員の当社への転籍スキーム 

製造部門 管
理
部
門 

製
造
間
接
部
門 派遣・請負 

当社の転籍スキーム（インハウスソリューション）では、転籍優遇かつ選択肢として早期退職制度を併せ
て実施し、製造部門（及び製造間接部門の一部）を完全請負化することにより、現状社員の雇用及び
品質・供給体制を維持しつつ、人件費の低減と変動費化を達成します。 

製造部門 
管
理
部
門 

製
造
間
接
部
門 

派遣・請負 

○人員に余剰がある。 
○給与水準が高い。 
○生産変動への対応能力が低い。 

○請負部門・範囲の選定 
○派遣・請負会社の代替 

○早期退職による全体のスリム化             
○再就職先としてＵＴグループで雇用 

○生産量50％の体制           
○賃金改定による人件費圧縮 
○生産増減への柔軟な変動対応 

製造部門 

管
理
部
門 

製
造
間
接
部
門 

請負化 

製造部門 

管
理
部
門 

製
造
間
接
部
門 

○早期希望退職の募集 

実 施 前 インハウス導入 インハウス実施後 

生産体制維持による組織変更 
↓ 

変更期の生産・品質低下リスクを回避 
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6.7.6 経営的余力への対応 

企業様視点 労働者視点 

事業存続の検討 
生産拠点の再編 
事業所の閉鎖・海外移管 
組織の簡素化・人員削減 
ミスマッチ人材の解消 
生産変動時の人員調整新
規事業の拡大 
適正人材の確保 

雇用の安定性  
雇用形態による収入格差 
会社業績の不安 
雇用継続の不安 
キャリア形成の悩み 
転職・再就職への不安    

社会的視点 労働市場の法視点 

産業構造の変化 
グローバル化 
景気変動 
日本人口の減少 
労働人口の減少 
非正規社員の増加 

労働基準法 
最低賃金法 
労働安全衛生法 
労働契約法改正 
改正労働者派遣法 
職業安定法 
改正パートタイム労働法 
高年齢者雇用安定法 
男女雇用機会均等法    

部署・事業所の存続 部署・事業所の閉鎖検討 

構造改革 
生産コスト調整 雇用調整 

構造改革／雇用流動化検討 企業様（事業所） 

インハウス 
ソリューション 

一時又は一部存続 

⇒ｲﾝﾊｳｽｿﾘｭｰｼｮﾝ 
閉鎖にともなう 
減産or増産(※) 

アウトプレースメント（再就職支援） グループ外 
出向 

●お客様の経営課題・事情によってカスタマイズが可能です。 

恒常的人員調整 
人件費コントロール 

キャリアデザイン 
再生研修 

グループ外出向 

カスタマイズ 
再就職支援 

コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
・サ
ー
ビ
ス
提
供 
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6.7.7 採用代行・当社社員の顧客への正社員登用 

顧客ニーズ（主に理系大卒ターゲット） 

当社全国採用基盤（本年度400名予定） 
地方理系大学等の就職課との連携＝学科・研究室レベルまでマッチング 

ニーズとマッチング＝採用代行（完全成功報酬） 
正社員登用含みの派遣 
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